
 高額療養費の支給を年4回以上受けたとき（多数該当）

過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合（多数該当）は、届け出がなくても自動的に4回目以降の

自己負担限度額が引き下げられます。（※70歳以上75歳未満で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は除く）

また、保険者が変わった時は該当回数はリセットされますが、同一県内の異動なら国民健康保険での該当回数は通算できます。

（注）・・・過去12か月間の同一世帯での支給が４回目以降の場合、多数該当になり限度額が引き下げられます。

月の中途で75歳になる人は、その月の自己負担限度額は2分の1として計算します。

※a・・・収入の合計が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円に満たない場合は「一般」になります。

※b・・・同一世帯の70歳～74歳の国民健康保険加入者の基礎控除後の所得合計が210万円以下の場合も「一般」です。

（注）・・・過去12か月間の同一世帯での支給が４回目以降の場合、多数該当になり限度額が引き下げられます。
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